
 
件    名 愛媛県奨学資金貸与条例の一部を改正する条例 

主  管  課 教育総務課 

根拠法令等  

【改正の概要】 
 平成16年４月１日に独立行政法人日本学生支援機構が発足したことにより、旧日本育英会の
高校奨学金事業（対象：高等学校、中等教育学校、盲・聾・養護学校高等部、専修学校）が都
道府県に移管されることに伴う改正 

 
１ 奨学生要件に専修学校高等課程を加える。 
   本県では専修学校を対象外としていたが、旧日本育英会では、専修学校の高等課程・専門

課程ともに対象としていたため、移管対象である高等課程を新たに対象とする。 
※ 専修学校の専門課程は独立行政法人日本学生支援機構が対応 

 
２ 特別返還免除制度の廃止 
 
   （奨学金の特別返還免除） 
  第12条 奨学生であつた者が、愛媛県の職員又は愛媛県内の公立学校教員に採用された場合

において、良好な成績で勤務したときは、奨学金の一部の返還を免除することができる。 

           ↓ 
          削 る 
 

施 行 日 平成17年４月１日 

【その他参考事項】 
○県高校奨学金事業拡充内容 
 １ 奨学生要件に専修学校高等課程を加える。 
  ・ 平成16年度から予約募集開始し、平成17年度の高校１年生から貸与を開始 
  ・ 平成16年度時点で、高校生であるものは、引続き独立行政法人日本学生支援機構（旧日

本育英会）で事業を継続 
 ２ 従前の高校奨学生280人枠に国からの交付金相当の採用枠を増員する。 

（実績） 

年度 11 12 13 14 15 

日本育英会奨学金 833 832 806 782 795 
愛媛県奨学金 83 122 135 213 278 

計 916 954 941 995 1073 
   ※ 県奨学金は、①平成12年度から在学採用実施②平成14年度から地域改善対策奨学金の

一般事業化のため、採用枠拡大(170→280) 
 

 ３ 成績条件は従来どおり設けない。 
   ※ 旧日本育英会は3.5以上。県は平成12年度から条件撤廃。 
 
 ４ 在学採用・緊急採用制度を実施 
    旧日本育英会で実施していた全学年を対象とする在学採用制度と家計の急変者を対象と

して随時応募を受け付ける緊急採用制度を17年度から実施する。 
   ※ 本県は高校１年生のみを対象として在学採用を実施。 
    ・ 平成17年度採用見込枠 予約：約650名 在学：約140名 緊急：約40名 

 


